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１ 基本的な事務の流れ 
   

「県費支弁教職員にかかる児童手当の認定及び支給事務取扱要領」（「学校事務サポート」に掲

載）をもとに、事務を行ないます。   
総務事務システムによる処理手順は、以下のとおりとなります。 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
                
 
 
 
    
 
 
 
 
※３歳到達時の額改定届及び１５歳年度末の消滅届については、職権で行うため不要です。 

① 

請求職員から届出

書類（添付書類含

む）の提出を受け

る。 

② 

届出書類を確認し、 

担当欄に押印し、 
校長の決裁を受け

る。 

③ 

届出内容を総務事務シ

ステムに登録し、届出

書類を教育事務所に送

付。 ※ステータスが 

「受理待ち」となりま

す。（システムでは校長

の決裁はありません。） 

④ 

教育事務所にて、総務

事務システムの登録

内容及び届出書類を

チェック。 
※ ステータスが、

「審査中」となりま

す。 

⑤ 

教育事務所にて決

裁。 

※ ステータスが、 

「決裁完了」となり

ます。 

⑥ 

決裁完了後、ポータ

ルのお知らせに「○

○さんの通知書が出

力出来ます」と掲示

されます。学校にて

通知書を出力し、請

求職員へ交付してく

ださい。 
受給者台帳は自動的

に作成されていま

す。（出力は不要） 
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事務のポイント 
児童手当の手続きで最も多いのは、子どもが生まれた際の、「認定請求（新規申請）」と「額

改定請求（増額改定）」です。 
第１子と第２子以降で必要書類は異なります。（詳細は、「県費支弁教職員にかかる児童手当

の認定及び支給事務取扱要領」を参照してください。） 
 
                
 
 
 
    第１子（はじめて児童手当を受給する者）        第２子以降  

                             （すでに児童手当受給者） 
 
 
 
 
 

基本的に、出生日から１５日以内に申請 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
★「主たる生計維持者」が手当を受給するこ

とになります。 

★「主たる生計維持者」については、 

下記、平成２４年４月２７日付厚労省 Q＆A

問１参照（学校事務サポートにも掲載） 

①児童手当認定請求書（様式１号） 
②世帯全員の住民票 
③市県民税の課税証明書 
 （市区町村発行のもの） 
 ★場合によって配偶者分も必要 

 

①児童手当額改定認定請求書 
（様式４号） 
②世帯全員の住民票 

子どもが生まれました 

以降の流れは、前ページ（P１）のとおり 

平成２４年４月２７日付厚労省 児童手当Q＆A 問１より 

○父母等のうち、「生計を維持する程度の高い者」とは、一般的には、家計の主宰者（家計の中でより中心的な役割を果たして

いる者）として、社会通念上、妥当と認められる者です。その判断にあたっては、まず父母等の間の収入（所得）の状況を考慮

することになり、原則として収入の高い方が「生計を維持する程度の高い者」に該当することになります。  

○ただし、健康保険の適用状況（父母等のどちらが世帯主になっているか）、住民票上の取扱い（父母等のどちらが世帯主にな

っているか）等について、収入（所得）の高い者が該当していない場合は、その事情を勘案した上で判断することになります。  
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２ 各申請・届の共通事項 

①「給与関連申請（学校）」をクリックしてください。 

 
 
②「庶務担当者」→「申請登録」を選択し、クリックしてください。 

 
  

 ここをクリック 
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③検索条件を入力してください。（何も入力せず検索ボタンをクリックしてもＯＫ） 
④検索ボタンをクリックしてください。 

 
 
⑤登録を行う対象職員の選択ボタンをクリックしてください。 

 
 

 

③ 

④ 

⑤ 
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⑥登録する項目の「一括」ボタンをクリック 
 
 
 
 

 

・登録が終わり、「登録」ボタンをクリックすると、システムにデータが 
登録され、教育事務所での「受理待ち」となります。（システムでの校長の決裁は不要） 

・出力された各帳票の決裁・提出は不要です。 
・教育事務所での決裁が終わりましたら、兵庫県ポータルのお知らせ画面に下画面のよう

に表示します。 

 

以下の入力は、ここをクリック 

 １．新規請求    ６ ページへ 

 ２．増額改定   １２ ページへ 
 ３．減額改定      １３ ページへ 

 ４．氏名変更    １４ ページへ 
５．住所変更    １５ ページへ 

６．消滅      １７ ページへ 

 

現況届の入力は、ここをクリック 

１９ページへ 
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  （１） 新規申請 
①各項目に必要事項を入力し、次へボタンをクリックしてください。 

 

※１ 届出事由について 
   選択できる項目は以下のとおりです。 
   ⅰ 新規認定（児童手当を受給していなかった者、派遣戻り） 
   ⅱ 増額改定（子の追加申請） 
   ⅲ 減額改定（子の人数減の申請。××人→０人は除く） 
   ⅳ 氏名変更 
   ⅴ 住所変更 
   ⅵ 消滅（対象となる子が０人となる場合・退職した場合等） 
 

職員の課税証明書を確認し、その内容を転記し

てください。 

※扶養親族数は、課税証明書に記載された人数

を入力してください。１６歳未満の扶養親族

は備考欄に書かれている場合もありますの

で、その場合はその人数を足してください。 

総務事務システムに登録されている住所が表示されます。 

入力する項目を選択してください。入力した内容に応じて、これよ

り下の画面が切り替わります。(この画面は、新規認定を選択した

場合です) ※１ 

届出の対象となる児童の情報を入力

してください。 

配偶者の情報を入力してください。 

※２ 

必要項目を入力したら次へをクリック 

※３ 

医療費控除額、障害者等控除額、寡婦（夫）控除額などは、課税証明書に該当項目の控

除がある場合入力してください 

※課税証明書で金額が不明な場合、入力しなくても差し支えありません。（教育事務所

が審査時に入力します。） 
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※２（１）配偶者職業について 
   選択項目の概要は以下のとおりです。 
   ・被用者    ：会社勤めで社会保険の被保険者である者。 
   ・公務員    ：いわゆる「公務員」。ただし特定独立行政法人勤務者や派遣法に基づき

派遣された者は除く。 
   ・被用者でない者：パートタイマーや専業主婦（主夫）、自営業の方など社会保険の被保険

者でない者。 
  （２）配偶者所得について 

            受給者本人の課税証明書において控除対象配偶者・配偶者特別控除に該当していた 
場合、課税証明書の提出が不要のため、０円と入力してください。 

 
 
※３ 児童との関係ついて 
   選択項目の概要は以下のとおりです。ほとんどの方はブランクのままになります。（以下に

あてはまらない場合、選択する必要はありません。） 
   ・同居父母   ：離婚協議中等により配偶者と別居中で、児童手当対象の子と同居して

いる申請者。 
   ・未成年後見人 ：未成年者に対して親権を行う者がないとき、または、親権を行う者が

管理権（財産に関する権限）を有しないときに、法定代理人となる者。 
   ・父母指定者  ：子どもの父母が共に国外に居住している場合で、父母が子どもを養育

している者を父母指定者届により指定した者。 
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②添付書類及び入力内容が正しいかを確認し、登録ボタンをクリックしてください。 

 
 
 

「世帯全員の住民票記載事項証明書」となっていま

すが、原則として「世帯全員の住民票」を添付して

ください。(原本) 

登録内容が正しければ、登録ボタンをクリックして

ください。システムにデータが登録され、教育事務

所での「受理待ち」となります。 

 

このあと、システムで「認定請求書」と「送付票」

が出力されますが、どちらも提出不要です。 

 

職員が提出した「認定請求書」と「添付書類」を提

出してください。（「認定請求書」の校長印・担当

印が押印されているか確認してください。） 

 

教育事務所では、書類到着後データを受理し、決裁

を行います。 



9 
 

③届出の登録が完了し、④⑤の帳票が出力されます。 
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④送付票の決裁・提出は不要です。 
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⑤システムで出力された認定請求書は提出不要です。職員が提出した「認定請求書」（所属確認印

必要）と「添付書類」をご提出ください。 
 

 

 
※１ 基本情報管理で登録している児童手当の振込先口座の情報が出力されます。 
  申請職員の届け出口座と相違ないかご確認いただき、異なる場合は、基本情報管理にて変更 

してください。（P２７） 
※２ 届け出る児童の情報が印字されます。対象が４人を超える場合は複数枚になります。 
※３ 申請時に入力した所得金額や控除額は出力されません。ここには審査後、確定した所得金

額や控除額が出力されます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※１ 

※２ 

※３ 
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（２）増額改定 
①各項目に必要事項を入力してください。 

 
 
 
 
 
※児童との関係ついて 
   選択項目の概要は以下のとおりです。ほとんどの方はブランクのままになります。（以下にあて

はまらない場合、選択する必要はありません。） 
   ・同居父母   ：離婚協議中等により配偶者と別居中で、児童手当対象の子と同居している

申請者。 
   ・未成年後見人 ：未成年者に対して親権を行う者がないとき、または、親権を行う者が管理

権（財産に関する権限）を有しないときに、法定代理人となる者。 
   ・父母指定者  ：子どもの父母が共に国外に居住している場合で、父母が子どもを養育して

いる者を父母指定者届により指定した者。 
 

②「送付状」「システム出力の請求書」の提出は不要です。 
   職員が提出した「額改定請求書」（所属確認印必要）と「添付書類」をご提出ください。 
 

「増額改定（子の追加申請）」を選択してくだ

さい。 

これより下の画面が切り替わります。 

増額の事由を選択してください。 

「その他」になる場合は、その内容と事実発生年月日を必

ず入力してください。 

必要項目を入力したら次へをクリック。内容確認画面が表示されますの

で、正しければ「登録」ボタンをクリック。システムに登録されます。 
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（３）減額改定 
①各項目に必要事項を入力してください。 

 
 
 
 
  ※ 減額の事由について 

  
      

※選択できる項目は以下のとおりです。 

     ① 死亡した 
  

     ② 監護しなくなった 
  

     ③ 生計を同じくしなくなった 
 

     ④ 生計を維持しなくなった 
 

     ⑤ 日本国内に住所を有しなくなった（留学を除く） 

     ⑥ 未成年後見人でなくなった 
 

     ⑦ 父母指定者でなくなった（児童の生計を維持する父母等の帰国） 

     ⑧ 里親等への委託又は児童福祉施設等へ入所 

     ⑨ 児童と同居しなくなった（単身赴任の場合を除く） 

     ⑩ その他 
  

②「送付状」「システム出力の請求書」の提出は不要です。 
   職員が提出した「額改定請求書」（所属確認印必要）と「添付書類」をご提出ください。 

「減額改定（子の人数減の申請  

これより下の画面が切り替わります。※ｘｘ人→

０人は除く）」を選択してください。 

届出の対象となる児童に、チェック

を入れてください。 
必要項目を入力したら次へをクリック。内容確認画面が表示

されますので、正しければ「登録」ボタンをクリック。 

システムに登録されます。 

減額の事由を選択してください。 ※ 

「その他」になる場合は、その内容を入力してください。 
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（４）氏名変更 
①各項目に必要事項を入力してください。 

 

 
 
 
 
 
 
 

②「送付状」「システム出力の届」の提出は不要です。 
   職員が提出した「氏名変更届」（所属確認印必要）と「添付書類」をご提出ください。 
 
 

「氏名変更」を選択してください。 

これより下の画面が切り替わります。 

職員の氏名が変更となる場合に入力し

てください。この場合、変更年月日も

入力が必要となります。 

変更となる児童の、変更後

の氏名及び変更年月日を

入力してください。 

必要項目を入力したら次へをクリック。内容確認画面が表示さ

れますので、正しければ「登録」ボタンをクリック。 

システムに登録されます。 

氏名変更に伴う情報等を 

参考に入力してください。 
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（５）住所変更 
①各項目に必要事項を入力してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「住所変更」を選択してください。 

これより下の画面が切り替わります。 

職員の住所が変更となる場合に入力してくだ

さい。 

児童のみが転居する場合は、この項

目を入力してください。 

「別居」を選択すると画面が切り替

わります。※ 

住所変更に伴う情報等を 

参考に入力してください。 

必要項目を入力したら次へをクリック。内容確

認画面が表示されますので、正しければ「登録」

ボタンをクリック。 



16 
 

 
※ 児童と別居の場合の入力項目について 

 

 
 
 
 
 
②「送付状」「システム出力の届」の提出は不要です。 

   職員が提出した「住所変更届」（所属確認印必要）と「添付書類」をご提出ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

児童と別居になる場合は、住所や

変更年月日等を入力する必要が

あります。 

また、監護状況や生計についても

ご留意ください。 
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（６）消滅届 
①各項目に必要事項を入力してください。 

 
 
 
 
 
 
 ※１ 届出事由について 
    選択できる項目は以下のとおりです。 
    ① 受給職員が日本国内に住所を有しなくなった 
    ② 受給職員が児童と別居することとなった（単身赴任の場合を除く） 
    ③ 未成年後見人でなくなった 
    ④ 父母指定者でなくなった（児童の生計を維持する父母等の帰国） 
    ⑤ 児童に関する受給要件の喪失 
    ⑥ その他 

なお、「⑤ 児童に関する受給要件の喪失」とそれ以外の違いは、以下のとおりです。  
・⑤は、児童が要因となるもの（例：「児童が死亡した」「児童が児童福祉施設へ入所した」

等、要因が児童にかかる 
・それ以外は、職員が要因となるもの（例：「受給職員が未成年後見人でなくなった」等、要

因が受給職員にかかる。）    

「消滅（対象となる子が０人となる場

合・退職した場合等」）を選択してくだ

さい。 

これより下の画面が切り替わります。 

消滅した事由を選択してください。  
※１ 

なお、「児童に関する受給要件喪失」を

選択する場合は、 

その事由を選択してください。 ※２ 

必要項目を入力したら次へをクリック。 

内容確認画面が表示されますので、 

正しければ「登録」ボタンをクリック。 

システムに登録されます。 
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 ※２ 児童に関する受給要件喪失の事由について 
    選択できる項目は以下のとおりです。 
    ① 死亡した 
    ② 監護しなくなった 
    ③ 生計を同じくしなくなった 
    ④ 生計を維持しなくなった 
    ⑤ 日本国内に住所を有しなくなった（留学を理由とするものを除く） 
    ⑥ 里親等への委託又は児童福祉施設等への入所 
    ⑦ その他 
 

②「送付状」「システム出力の届」の提出は不要です。 
   職員が提出した「消滅届」（所属確認印必要）と「添付書類」をご提出ください。 
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（７）現況届 
①各項目に必要事項を入力してください。 

 
 
 
 
 
 

職員の課税証明書を確認し、その内容を転記し

てください。 

※扶養親族数は、課税証明書に記載された人数

を入力してください。１６歳未満の扶養親族

は備考欄に書かれている場合もありますの

で、その場合はその人数を足してください。 

医療費控除額、障害者等控除額、寡婦（夫）控除額などは、課税証明書に該当項目の控除がある

場合入力してください 

※課税証明書で金額が不明な場合、入力しなくても差し支えありません。（教育事務所が審査時

に入力します。） 

配偶者の情報を入力してください。 

※１ 

必要項目を入力したら次へをクリック。 

内容確認画面が表示されますので、正しければ「登録」

ボタンをクリック。 

これまでに登録されている児童の情報が表示されてい

るので、内容が正しいか確認してください。 

「性別」「続柄」の修正を行うと児童が重複して登録

されてしまうため、修正を行う必要がある場合必ず教

育事務所へ連絡願います。 

※２ 
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※１（１）配偶者職業について 
   選択項目の概要は以下のとおりです。 
   ・被用者    ：会社勤めで社会保険の被保険者である者。 
   ・公務員    ：いわゆる「公務員」。ただし特定独立行政法人勤務者や派遣法に基づき

派遣された者は除く。 
   ・被用者でない者：パートタイマーや専業主婦（主夫）、自営業の方など社会保険の被保険

者でない者。 
  （２）配偶者所得について 

           受給者本人の課税証明書において控除対象配偶者・配偶者特別控除に該当していた 
場合、課税証明書の提出が不要のため、０円と入力してください。 

 
※２ 児童との関係ついて 
   選択項目の概要は以下のとおりです。ほとんどの方はブランクのままになります。（以下に

あてはまらない場合、選択する必要はありません。） 
   ・同居父母   ：離婚協議中等により配偶者と別居中で、児童手当対象の子と同居して

いる申請者。 
   ・未成年後見人 ：未成年者に対して親権を行う者がないとき、または、親権を行う者が

管理権（財産に関する権限）を有しないときに、法定代理人となる者。 
   ・父母指定者  ：子どもの父母が共に国外に居住している場合で、父母が子どもを養育

している者を父母指定者届により指定した者。 
 
 

②「送付状」「システム出力の現況届」の提出は不要です。 
   職員が提出した「現況届」（所属確認印必要）と「添付書類」をご提出ください。 
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３ 児童手当通知書の出力 
 ①給与関連申請から「審査担当者」→「児童手当」→「通知書出力」をクリック 

 
 

② 「検索」をクリック

 

「検索」をクリック 

いずれかの検索条件を入力して検索すると、 

該当するもののみを絞り込んで検索できます。 

何も入力せず「検索」ボタンをクリックしてもＯＫ 

ここをクリック 
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③出力出来る通知書の一覧が表示されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

照会ボタンを押すと、通知書が表示されますので、印刷して該当者に交付してくだ

さい。 

なお、消滅通知書については、平成２７年２月現在、出力される通知書の日付に不

備があることから、ここから出力できる通知書は交付せず、教育事務所から送付す

る通知書を交付してください。 
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４ 児童手当受給者台帳の照会 
①給与関連申請から 審査担当者 → 認定簿検索 をクリック 

 
 
②認定簿名を「児童手当・特例給付受給者台帳」を選択し、検索をクリック 

 

「検索」をクリック 



24 
 

③「照会」ボタンをクリックすると、該当者の台帳が表示されます。 

 
 
④帳票を出力することが出来ます。 
  ※システムで管理するため、出力は原則不要です。 
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５ 支出明細書照会（教職員配布用）の出力 
①給与関連申請にて、「庶務担当者」→「児童手当」→「支給明細書照会（職員）」 

 
 

②支払期『平成○年○月（２月、６月、10 月のいずれか）』を入力し、『所属別』を選択 
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③ 「照会」ボタンを押すと、対象者全員の個人別明細書が表示されます。 
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６ 支払口座登録・確認 
 ① 基本情報管理から 「口座情報登録」をクリック 

 
②入力支援ボタンをクリック 

 

このボタンをクリック 
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③ 該当職員を検索・選択し、登録ボタンをクリック 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．検索ボタンをクリックすると 

  下に職員リストが表示されます。 

２．職員リストから、登録（確認）する 

 職員のボタンをクリック 

３．登録ボタンをクリック 
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④口座情報を確認・修正して、「次へ」をクリック 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

新規認定請求時には必ず、認定請求書に記載された口座と同一か、支払口座を確認してく

ださい。給与振込口座とは別の口座に振込する場合は、「もっと追加する」ボタンにより、

新たな行を増やして口座を登録し、種別欄の「児童手当」をクリックしてください。 

なお、認定請求時に登録した口座を変更する場合は、債権者登録票を利用し、該当職員か

ら口座を書類により申出させ、その口座を学校で把握するようにしてください。 

「●」のついている口座に支給されます。 

必要項目を入力したら次へをクリック。内容確認画面が表示されますので、

正しければ「登録」ボタンをクリック。システムに登録されます。 
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【注意事項】 

 総務事務システム[基本情報管理]で登録・変更した口座情報は、庶務担当者、所属長の確認を行っ

てください。登録・変更を行った際は、必ず「基本情報管理」→「申請検索」より「確認」を行って

ください。 

 

 
 
 
 

 ※庶務担当者、所属長は「申請検索」より登録確認を行ってください。 

        （総務事務ポータルの決裁情報には表示されません） 


